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☆宇宙ビジネスの現状と宇宙活動法について（上） ⑴

第１　はじめに
　平成最後の年となる2019年の年が明けたが 、アメ
リカがロシアとの宇宙開発競争（Space Race）を制
しアポロ11号が月面着陸した1969年から、ちょうど
半世紀が経ったことになる。
　現在、世界中でかつてないほどに宇宙ビジネスの
熱気が高まり、大きな転換期を迎えようとしている。
もっとも、国が主体となり各国が威信をかけて開発

競争をしていた半世紀前とは違い、現在は、民間企
業が宇宙ビジネスに次々に参入し民間企業による開
発競争が勃発している。
　その中でも、宇宙ベンチャーが勃興している。例
えば、最近では、日本アパレル企業ZOZOTOWN
社の前澤社長と世界初の商業月周回旅行の契約を締
結したとして、メディアにも大きく取り沙汰された
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詳しくは後ほど紹介するが、日本における宇宙ベン
チャーも例外ではない。また、日本は国としても、
予見性を高め日本の宇宙ビジネスを推進させるため
に、宇宙関連法令として、2017年11月に衛星リモー
トセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法
律（通称、「衛星リモセン法」という。）が全面施行
され、2018年11月には、人工衛星等の打上げ及び人
工衛星の管理に関する法律（通称、「宇宙活動法」と
いう。）が全面施行された。
　そこで、本稿では、宇宙ビジネスの現状、宇宙活
動法・衛星リモセン法の概要、最後に、宇宙と特許
の現状について、紹介する。

第２　宇宙ビジネスの現状
１　はじめに

宇宙と聞いて何を思い浮かべるだろうか。うさ
ぎがいるかもしれない月、宇宙人がいるかもしれ
ない惑星だろうか。もしくは、ロケットや国際宇
宙ステーション、はやぶさ２で代表されるような
小惑星探査機だろうか。いずれも我々の日常生活
とはかけ離れたもので、遠い存在であると思うか
もしれない。

しかし、いまや日常生活には欠かせないたくさ
んのものにおいて宇宙が利用されている。例えば、
今や誰も使うカーナビや携帯のGPS機能は、高度
２万kmで地球を回る測位衛星がなければ実現し
ない。また、テレビで次の日の天気予報を見る人
も多いだろうが、気象予報は、高度３万6000km
で地球を回る気象衛星ひまわりによる観測に依存
しているところが大きい。その他、放送衛星が地
球を周回してなければ、BSテレビを見ることはで
きない。

このように既に宇宙は身近なもののために利用
されている。そして、今般の宇宙ビジネスの発展
により、例えば、宇宙×農業、宇宙×エンタメ等、
多種多様の業界・分野で宇宙は利用されるものに
なろうとしている。

宇宙関連事業の世界の市場規模は、現在39兆円
であり、2040年までには約124兆円以上になると
試算されている。日本においては、その市場規模
は現在約1.2兆円であり、2030年代早期に市場規模
の倍増を目指すことが謳われている（内閣府宇宙

産業ビジョン2030）。
そこで、宇宙関連の各分野（ロケット分野、人

工衛星分野、宇宙旅行及びエンタメ分野、その他
の分野）において、どのように宇宙ビジネスが進
んでいるかについて、宇宙ベンチャーも含めて紹
介する。

２　ロケット分野について

（１）　ロケットの役割や種類について

ロケットの役割とは何か。ロケットとは、人
工衛星や宇宙探査機、宇宙飛行士を乗せた宇宙
船を宇宙空間に運ぶための飛行体である。航空
機が人を目的地まで運ぶように、ロケットが人
工衛星等を宇宙まで運ぶ。ロケットと航空機と
の違いは、航空機は空気中の酸素を酸化剤とし
て燃料を燃やし飛行するが、ロケットは、酸素
のない宇宙を飛行するため、予め酸化剤を搭載
しておき、その酸化剤で燃料を燃やし飛行する。

なお、ロケットの歴史は古く、1926年に「近
代ロケットの父」と呼ばれるアメリカの物理学
者ゴダードが世界で初めて本格的なロケット
を製造し打ち上げた。この時の最高到達高度
は12mであり宇宙までは程遠かったが、近代ロ
ケットを完成させ偉業を達成した。また、そ
の後、世界で初めてロケットにより人工衛星を
宇宙空間に打ち上げたのはソ連であり、それは
1958年の出来事だった。この出来事は冷戦中に
起こり、アメリカをはじめとする他国を動揺さ
せ、ロケット開発競争はより激化したのである。

ロケットの種類としては、その燃料で区別
して、液体燃料ロケットと固体燃料ロケットが
ある。液体燃料ロケットは、燃費が良く出力の
制御がしやすい反面、一般的に液体燃料を極低
温で保管する必要があるのでその管理が複雑で
ある。他方で、固体燃料ロケットは、構造や燃
料の管理が簡単であるが、一度点火すると燃焼
を止めることが困難である。現在、世界におけ
る主力大型ロケットは、ほとんどが液体燃料ロ
ケットである。

また、ロケットの大きさで区別すると、大型
ロケットと小型ロケットがある。大型ロケット
は、多くの人工衛星を宇宙空間に運ぶことがで


